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特
別
徴
収
と
は
…

　

事
業
主
が
毎
月
従
業
員
に
支
払

う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
天
引

き
し
納
め
る
制
度
で
す
。

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が
あ

る
事
業
主
は
、地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収
に

よ
っ
て
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
県
と
県
内
市
町
村
は
、
法
令

の
順
守
と
納
税
の
公
平
性
を
図
る

た
め
、平
成
26
年
度
か
ら
一
定
の
条

件
を
除
く
全
事
業
者
を
対
象
に
、特

別
徴
収
の
完
全
実
施
を
推
進
し
て

い
ま
す
。事
業
主
の
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
入
方
法
は
？

　

個
人
住
民
税
額
の
計
算
は
市
町

村
が
行
い
、
毎
年
５
月
中
旬
に
税

額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
そ
の
税

額
を
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引
き
し
、

翌
月
の
10
日
ま
で
に
各
従
業
員
の

住
所
地
の
市
町
村
へ
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。
納
入
方
法
に
は
納
入

書
や
地
方
税
納
入
サ
ー
ビ
ス
な
ど

が
あ
り
ま
す
（
東
浦
町
で
は
口
座

振
替
は
対
応
し
て
お
り
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。）。

　

従
業
員
に
と
っ
て
は
、年
４
回
で

納
め
て
い
た
だ
く
普
通
徴
収
に
比

べ
、年
12
回
に
分
け
ら
れ
る
特
別
徴

収
の
方
が
月
々
の
負
担
軽
減
に
な

る
だ
け
で
な
く
、金
融
機
関
な
ど
で

納
付
す
る
手
間
も
な
く
な
り
、納
め

忘
れ
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
対
象
は
？

　

個
人
住
民
税
が
か
か
る
す
べ
て

の
従
業
員（
外
国
人
、
パ
ー
ト
、
ア

ル
バ
イ
ト
、
非
常
勤
職
員
な
ど
も

含
む
。）。た
だ
し
、次
の
場
合
は
除

き
ま
す
。

・
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
総
従
業
員

数
が
２
名
以
下

・
対
象
従
業
員
が
他
の
事
業
所
で

個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収
さ
れ

て
い
る

・
毎
月
の
給
与
支
給
額
が
少
な
く
、

個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収
し
き

れ
な
い（
計
算
す
る
と
マ
イ
ナ
ス
）

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
な
い

・
退
職
に
よ
り
、
給
与
か
ら
個
人

住
民
税
が
特
別
徴
収
で
き
な
い

・
事
業
専
従
者

　
納
期
の
特
例

　

従
業
員
が
常
時
９
名
以
下
の
事
業

所
は
、
申
請
に
よ
り
年
12
回
の
納
期

を
年
２
回
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

償
却
資
産
の
申
告
を

　

会
社
や
個
人
で
事
務
所
、
工

場
、
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い

る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た
め
に

所
有
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械

や
工
具
な
ど
を
償
却
資
産
と
い

い
ま
す
。償
却
資
産
に
は
、土
地

や
家
屋
と
同
じ
よ
う
に
固
定
資

産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

●
申
告
が
必
要
な
方

　

平
成
28
年
１
月
１
日
（
賦
課

期
日
）現
在
、町
内
に
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
方

※
資
産
の
多
少
や
増
減
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
申
告
が
必

要
で
す
。

●
申
告
期
限

　

平
成
28
年
２
月
１
日（
月
）

※
早
め
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

内
線
１
１
６

家
屋
を
取
り
壊
し
た
り
、

改
築
し
た
り
し
た
ら

連
絡
を

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日（
賦
課
期
日
）現
在
の
状
況
で

課
税
さ
れ
ま
す
。
住
宅
の
新
築

や
取
り
壊
し
、店
舗
・
事
務
所
か

ら
住
宅
へ
の
改
築
、
住
宅
か
ら

店
舗
・
事
務
所
へ
の
改
築
な
ど

が
行
わ
れ
た
土
地
は
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
が
変
わ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

家
屋
を
全
部
ま
た
は
一
部

取
り
壊
し
た
と
き
や
、
家
屋
を

改
築
し
た
り
、
用
途
変
更
し
た

り
し
た
と
き
は
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

内
線
１
１
６

すべての事業者の方が

特別徴収（給与天引き）

義務者です！
1

2

特別徴収税額の通知
（５月31日まで）3 特別徴収税額の通知

（５月31日まで）3

税の徴収
（６月から翌年５月までの給与支給日）
4 5 税の納入（翌月10日まで）

給与支払報告書の提出
（２月１日まで）

特別徴収のしくみ

●問い合わせ

　税務課　内線１１３

給与支払報告書の提出は
２月１日まで！

税額の計算


